
 

 

 

令和８年度 客引き行為等の適正化に係る繁華街対策業務委託 

仕様書 

 

１ 案件名称 

  令和８年度 客引き行為等の適正化に係る繁華街対策業務委託 

 

２ 目的 

本業務は、客引き行為等の適正化に関する条例（以下「条例」という。）に基づき指定

された、客引き行為等適正化重点地区（以下「重点地区」という。）及び客引き行為等禁

止区域（以下「禁止区域」という。）において、客引き行為者に対する口頭注意及び来街

者に対する啓発活動（以下「繁華街対策」という。）を行うことで、客引き行為等の抑止

に資することを目的とする。 

 

３ 履行場所 

  本市指定場所（別図参照） 

⑴ ミナミ地区 

下記３か所を含む客引き等行為者が多い箇所 

大阪市中央区道頓堀所在の戎橋 付近 

大阪市中央区道頓堀・東心斎橋エリア 

大阪市中央区西心斎橋エリア 

⑵ キタ地区 

下記２か所を含む客引き等行為者が多い箇所 

大阪市北区角田町５番 15号 ＨＥＰ ＦＩＶＥ 西側歩道上 付近 

大阪市北区曾根崎二丁目５番 露天神社北側からアパホテル 付近 

 ⑶ 北新地地区・京橋地区 

  条例により指定している重点地区内で客引き等行為者が多い箇所 

  ※上記履行場所における配置等については、発注者と受注者が協議の上、決定すること

とする。 

 

４ 履行期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

５ 履行日及び履行時間 

⑴ 履行日 

ア ミナミ地区・キタ地区 

256日（火曜日から土曜日までの（12月 29日～１月３日は除く）週５日間） 

  イ 北新地地区・京橋地区 

   257日（月曜日から金曜日までの（12月 29日～１月３日は除く）週５日間） 

ただし、客引き行為者の動向変化に対応するための活動曜日の変更や、本市の行事等

の状況により、曜日を変更する必要がある場合には発注者と協議するものとする。なお、

履行日数については、ア及びイに記載の日数を超えることはない。 

⑵ 履行時間 



 

 

 

 ア ミナミ地区・キタ地区 

原則として午後４時 30分から午後 11時 30分まで 

イ 北新地地区・京橋地区 

原則として午後４時 30分から午後 11時 30分まで 

ただし、客引き行為者の動向変化に対応するための活動時間の変更や、本市の行事等

の状況により、時間を変更する必要がある場合には発注者と協議するものとする。 

   また、履行開始時間から 30分以内に履行場所に配置すること。 

 

６ 従事者等 

  本業務に従事する従事者等は、次のとおりとする。 

⑴ 本業務を総括する責任者として警備業法（昭和 47年法律第 117号。以下「法」とい

う。）で定める警備員指導教育責任者（以下「統括責任者」という。）を繁華街対策に専

従する者（以下「繁華街対策員」という。）とは別に置くこと。また、統括責任者は、

本業務の履行に際しては、条例、条例施行規則など関連法令を理解しておくこと。 

⑵ 本業務の連絡責任者（以下「連絡責任者」という。）として、勤務時間毎に法に定め

る施設警備業務検定１級若しくは２級又はそれと同等の資格を有する者を繁華街対策

員とは別に常時確保すること。なお、連絡責任者は統括責任者を兼ねることができる。 

⑶ 繁華街対策員は柔道又は剣道の有段者若しくはそれと同等の身体能力を有する者と

すること。また、本業務を行うに足る能力と野外の徒歩巡回に耐える体力を持つ者とす

ること。 

⑷ 従事者等については上記の要件に加え、事業の目的を達成するうえで必要となる能

力を有する者とし、具体的な内容については企画提案事項とする。 

 

７ 活動体制 

⑴ 活動人員 

連絡責任者 １名  

繁華街対策員  

ア ミナミ地区 12名以上 

イ キタ地区 ４名以上 

ウ 北新地地区・京橋地区 ４名以上 

⑵ 繁華街対策員は原則２名以上１班とし、従事者等の２分の１以上は、最低１年以上、

警備業務に従事したことがある者とする。 

⑶ 繁華街対策員を交代する場合は、事前に発注者と協議し、業務遂行水準を維持できる

よう、繁華街対策員の能力、体力、年齢構成等を十分考慮し交代要員を決めること。 

⑷ 風水害の天災等により規定の活動人員の確保が困難である場合には、発注者と協議

した上で、限られた活動人員の範囲内で効果的に業務を遂行すること。 

⑸ 具体的な人員数、時間帯ごとの配置人数及び従事者等の監督方法等の配置計画につ

いては企画提案事項とする。 

  

８ 委託業務内容 

  本業務実施にあたっては、実施計画を策定し、効果的に業務を遂行すること。 

⑴ 事前準備 



 

 

 

ア 条例及び本業務にかかる研修の実施 

受注者は、契約締結後速やかに、従事者等に本業務に関連する条例及び活動内容等

にかかる研修を実施すること。なお、当該研修は、本業務を効果的に実施するうえで

必要となる知識等について、従事者等が共通して習得しておくべき内容を教授する

ものであり、具体的な研修内容及び手法については、企画提案事項とする。また研修

終了後、研修内容について速やかに「条例及び本業務にかかる研修実施報告書」（様

式自由）を発注者に提出すること。 

また、追加採用者等の未受講者についても、同様の研修を行うこと。 

イ 繁華街対策員の服装等 

受注者は、統一した制服等を調達し、繁華街対策員に着用させたうえで業務に従事

すること。ただし、左胸に「大阪市繁華街対策員」背面に「繁華街客引き等対策員」

とプリントすること。また、雨具、防寒具等についても調達すること。 

ウ 装備資機材等 

    受注者は、本業務に必要な装備品（拡声器、携帯電話機、ボディカメラ、住宅地図

等）を用意するとともに、緊急時等における連絡体制を確保すること。 

    繁華街対策員が所有する私用の携帯電話機は、受注者において通話履歴等の管理

ができないため、私用の携帯電話機は連絡用として使用させないこと。  

その他、業務に使用する携帯電話機・ボディカメラの管理方法については、個人情

報保護法及び本市が定める情報セキュリティ対策等を遵守し、具体的な方法につい

て本市と協議のうえ、承認を得ること。 

    参考：大阪市情報セキュリティ対策（https://x.gd/aMNJL） 

 

エ 拠点の確保 

本業務に使用する拠点については、大阪市内で活動するに適した箇所を選定し、受

注者において調達すること。また、連絡責任者は当該拠点に常勤させること。 

  オ 連絡体制について 

    発注者との連絡体制及び本社（支社を含む）と従事者等との連絡体制を確立し、

円滑な情報共有を可能とすること。 

カ 人権問題研修の実施 

受注者は、従事者等がさまざまな人権問題について正しい認識を持って業務の遂

行をするよう、適切な研修を実施すること。また研修終了後、研修内容について速や

かに「人権問題研修実施報告書」（様式自由）を発注者に提出すること。 

キ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく研修の実施 

受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律

第 65 号）に基づき、合理的配慮の提供が適切になされるよう、大阪市が定めた

「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏

まえた、従事者等向けの研修等を実施し、発注者へ実施報告書（別記様式第４号）

を提出すること。 

ク その他 

前記、事前準備にかかる調達・研修等に関して生じる人件費及び手数料等の経費

（発注者に係る人件費等は除く。）は全て受注者の負担とする。 

⑵ 客引き行為者等に対する口頭注意 

https://x.gd/aMNJL
https://x.gd/aMNJL


 

 

 

条例で定める客引き行為等をしていると認められる者を発見した際には、当該客引

き行為等をしていると認められる者に対して、客引き行為等をやめるように口頭注意

を行うとともに、口頭注意を行った場所、時間等を報告書（発注者と受注者が協議の上、

決定した書式）に記録し、発注者に提出すること。 

なお、口頭注意を行う際は、強制や威圧と受け取られる態度を避け、理解と協力を求

めるように礼儀正しく説明すること。 

⑶ 客引き行為等防止に関する広報啓発活動 

前記履行場所において、徒歩による巡回を実施し、上記⑵記載の口頭注意及びチラシ、

拡声器等を活用した広報活動等、客引き行為等の防止に向けて、来街者の国籍にかかわ

らず効果のある啓発活動を実施することとし、具体的な実施方法については企画提案

事項とする。 

 ⑷ 若年層の来街者への注意喚起等 

前記履行場所において、客引き行為等の防止に向けて、若年層の来街者に対し、効果

のある啓発、注意喚起を実施し、必要に応じて警察官に対応を引き継ぐこと。具体的な

実施方法については企画提案事項とする。 

 ⑸ 重点地区及び禁止区域の現況把握 

   受注者は業務開始までに測定項目・測定方法を設定し、四半期ごとに本市の事業効果

分析や中・長期的事業計画の作成の参考となる“３ 履行場所”ごとの現況把握を実施

すること。 

   なお、具体的な測定項目・測定方法については企画提案事項とする。 

⑹ その他社会通念上の迷惑行為等の抑止・啓発 

活動中、他の条例で禁止されている公共の場所での屋外喫煙やごみの投棄等、社会通

念上の迷惑行為等を発見した場合は、状況に応じた適切な措置を講ずること。  

⑺ 有事の際の措置 

ア 本業務従事中に不法事案や火災等を発見した場合は、直ちに 110 番又は 119 番通

報し、現場において警察官や消防官に、引き継ぐこと。（現行犯逮捕した場合は、現

場に到着した警察官の指導のもと、協力して処理する。）  

この場合において、市民の安全確保を第一とし、交通整理が必要な場合は警察官等

と連携を図ること。  

イ 本業務従事中に傷病人等、救護を要する者を発見した場合は、傷病人の救護（傷病

人を安全な場所に移動し、119番通報する等）及び道路上の危険防止の措置を講ずる

こと。  

ウ 本業務従事中に大規模災害等が発生した場合は、各自の安全を確保した後、各自が

連絡責任者に安否報告を行うこと。 

連絡責任者は、速やかに発注者と連絡をとり指示を仰ぐこと。 

被災者等の支援活動等の業務の指示は、連絡責任者を通じて行うこと。 

⑻ 市民接遇 

市民からの質問・要望等に対しては、活動の目的・内容を丁寧に説明するなど、適切

な市民接遇に努めること。また、聴取した内容は受注者を通じて発注者に書面により報

告すること。 

 ⑼ リスク管理 

   業務実施中に発生した事件・事故等及び市民等からの要望・意見・苦情については適



 

 

 

切に対応するものとし、具体的な対応及びリスク管理方法については企画提案事項と

する。 

⑽ 勤務時の留意事項 

勤務中の喫煙及び飲食（ただし、水分補給は除く。）は禁止とする。勤務時に、来街

者等から身分証明書の提示を求められた場合は、速やかに提示すること。 

 

９ 業務実施に当たっての留意事項 

⑴ 従事者等への教育の実施 

受注者は、従事者等に対し、業務内容、職業倫理、市民接遇、トラブル発生時の安全・

危険回避等に関する事項について十分に理解、体得させた後に勤務に従事させること。 

⑵ 統括責任者及び連絡責任者の指定 

受注者は、本契約により業務を開始するまでに、必ず本業務に関する統括責任者を指

定すること。併せて、連絡責任者を指定し、本業務推進にあたって繁華街対策員に対す

る指導や業務推進の統括を行わせること。 

⑶ 関係機関との連絡連携 

受注者は、本業務の実施にあたっては、警察等の関係機関と連絡連携を密にし、本業

務を適正かつ効果的に行うこと。 

 

10 業務日報等の作成 

⑴ 業務日誌の作成と提出 

繁華街対策員は、業務日誌（別記様式第１号）に当日の取扱事項（客引き行為者の数、

現場の様子、通報または保護等を行った場合は、その内容、市民からの質問・要望等）

を記録し、連絡責任者に提出すること。 

⑵ 業務日報の作成と提出 

連絡責任者は、繁華街対策員が提出した業務日誌をとりまとめ、業務日報（別記様式

第２号）に記載し、統括責任者へ提出すること。 

その後、統括責任者は連絡責任者から提出された業務日報を確認及び校正を実施し

たうえで受注者に提出すること。 

 

11 報告 

  受注者は、本業務推進にあたり、前項までに定める報告以外に、次の事項に該当するも

のについて、速やかに発注者に報告しなければならないものとする。 

報告事項に変更が生じた場合は、更新した報告事項を速やかに発注者に報告すること。 

⑴ 配置人員の報告（業務開始前） 

指定した統括責任者、連絡責任者及び繁華街対策員の氏名、年齢、保有資格、職務経

歴等を別記様式第３号により報告すること。 

また、統括責任者及び連絡責任者は、緊急連絡先についても発注者に報告すること。 

なお、発注者に報告した繁華街対策員であっても、発注者が不適格と判断したときは、

速やかに他の繁華街対策員に交代させること。 

⑵ 教育実施結果の報告（随時） 

繁華街対策員に対する教育の実施日時、場所、教育対象者、教育実施担当者、教育内

容等を書面で報告すること。 



 

 

 

⑶ 連絡体制一覧表の報告（随時） 

連絡責任者、繁華街対策員の連絡体制一覧表を書面で報告すること。 

⑷ 業務日報の提出（毎月２回） 

   受注者は、業務日報について記載漏れ等の不備が無いか確実に点検し、毎月１日～15

日分は 20日まで、16日以降分は翌月５日までに、業務日報（別記様式第２号）を発注

者に提出し報告すること。なお、提出期限が土日祝日の場合は翌開庁日を期限とする。 

なお、３月 16日～31日分は、３月 31日を提出期限とする。 

   ただし、発注者が早期確認のため提出を求めた場合は、メールなどで速やかに提出す

ること。 

また、業務日誌（別記様式第１号）は、受注者において保管し、発注者の提出の求め

があれば提出すること。 

 ⑸ 測定結果の報告（四半期ごと） 

   受注者は、“８ 委託業務内容⑸”で実施した測定結果を書面（様式自由）で報告す

ること。なお提出期限は契約締結後、発注者と受注者が協議の上、決定することとする。 

⑹ 特異事案の報告（取扱の都度速やかに） 

本業務推進にあたって通報または保護を行った場合など、特異事案の発生や市民か

らの要望等を聴取した場合は、その内容及び状況を速やかに書面で報告すること。 

 

12 その他 

⑴ 受注者は、各種法令を遵守し、常に従事者等の資質向上に努めること。  

⑵ 本仕様書に定めていない事項については、大阪市契約規則及び大阪市会計規則に従

い、必要に応じて発注者及び受注者の協議のうえ定めるものとする。 

 

13 再委託等 

⑴ 業務委託契約書第 16 条第１項の「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、

受注者はこれを再委託することはできない。 

ア 委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断 

 等 

イ “８ 委託業務内容 ⑴～⑷、⑹～⑽ ”に定める業務 

⑵ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の

再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

⑶ 受注者は、⑴及び⑵に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の

承諾を得なければならない。 

なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについ

ては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。 

⑷ 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的

が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発

注者は、⑶に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３分の１以

内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これ

を超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポ

ーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。 

⑸ 受注者は、業務を再委託及び再々委託等（以下「再委託等」という。）に付する場合、



 

 

 

書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等の相

手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 

なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置 

期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受け 

ている者であってはならない。また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第 12 条第３ 

項に基づき、再委託等の相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を 

業務委託契約書第 16 条第２項及び第 16 条の２第２項に規定する書面とあわせて発 

注者に提出しなければならない。 

 

14 担当 

  大阪市市民局区政支援室地域安全担当 

〒530‐8201 大阪市北区中之島 1‐3‐20 

TEL：06‐6208‐7317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「×」「〇」印 配置予定箇所 

 ただし、客引き等行為者の多い箇所に 

 適宜配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キタ地区 ミナミ地区 

（別図） 

京橋地区 北新地地区 

西心斎橋エリア 道頓堀・東心斎橋

エリア 



 

 

 

（別記様式第１号） 

業務日誌 

実施日時 令和  年   月   日（  ）   時～   時 

実施場所 地区 

班員氏名 
    

    

活動内容等 

時間 地点 
客引き行為者等人数 口頭注意等件数 

居酒屋系 風俗系 スカウト 居酒屋系 風俗系 スカウト 

16:30～ 

       

       

       

17:00 

       

       

       

18:00 

       

       

       

19:00 

       

       

       

20:00 

       

       

       

21:00 

       

       

       

22:00 

       

       

       

23:00 

       

       

       

～23:30 

       

       

       

特記事項等 

（客引き行為者の動向、来街者からの要望や質問など） 

 



 

 

 

（別記様式第２号） 

業務日報 

実施日時    年   月   日（  ）   時～   時 

統括責任者  

活動地区  キタ地区 

班員氏名  

班員氏名  

班員氏名  

活動地区  キタ地区 

班員氏名  

班員氏名  

班員氏名  

活動地区  ミナミ地区 

班員氏名  

班員氏名  

班員氏名  

活動地区  ミナミ地区 

班員氏名  

班員氏名  

班員氏名  

活動地区  北新地地区 
班員氏名  

班員氏名  

活動地区  京橋地区 
班員氏名  

班員氏名  

特記事項等 

 （客引き行為者の動向、来街者からの要望や質問など） 

 

 

 

 

 



 

 

 

（別記様式第３号） 

人員配置表 

役職 氏名 年齢 保有資格 職務経験等 
柔剣道有段者と同等の身体能

力を有すると判断した理由 

徒歩巡回に耐える体力がある

と判断した理由 
緊急連絡先 

統括責任者①        

統括責任者②        

連絡責任者①        

連絡責任者②        

繁華街対策員①        

繁華街対策員②        

繁華街対策員③        

繁華街対策員④        

繁華街対策員⑤        

繁華街対策員⑥        

繁華街対策員⑦        

繁華街対策員⑧        

繁華街対策員⑨        

繁華街対策員⑩        



 

 

 

上表の人員により実施します。 

なお、統括責任者と連絡責任者は兼ねることができます。 

統括責任者：１名以上 

連絡責任者：１名以上 

繁華街対策員：20名以上 

※記載欄が不足する場合は行を追加し、ご利用ください。 

繁華街対策員⑪        

繁華街対策員⑫        

繁華街対策員⑬        

繁華街対策員⑭        

繁華街対策員⑮        

繁華街対策員⑯        

繁華街対策員⑰        

繁華街対策員⑱        

繁華街対策員⑲        

繁華街対策員⑳        

繁華街対策員㉑        



 

 

 

 

  

  （別記様式第４号） 

 

令和  年度 障がいを理由とする差別の解消の推進 

のための合理的配慮の提供に係る研修実施報告書 

     

１ 事業者名等    

 事業者名   

 担当者名     

 連絡先     

     

２ 研修内容    

 月  日 講師・研修方法等 
時間 

（分） 
対象（受講人数） 

         

         

         

         

 

  



 

 

 

公益通報等にかかる特記仕様書 

 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職

務の執行の確保に関する条例」（平成 18 年大阪市条例第 16 号）（以下「条例」という。）

第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、当該業務について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたとき

は、速やかに、公益通報の内容を大阪市市民局総務部総務担当（総務グループ）（連絡先：

06-6208-7311）へ報告しなければならない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した

者から、条例第12条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を

大阪市市民局総務部総務担当（総務グループ）（連絡先：06-6208-7311）へ報告しなけ

ればならない。 

３ 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法

又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに大阪市市民局総務部総務

担当（総務グループ）（連絡先：06-6208-7311）に報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基

づき行う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係

る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又

は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することが

できる。 

 

  



 

 

 

生成 AI利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AIを利用する場

合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生

成 AI利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI利用ガイドライン第 1.0版）」

に定められた以下の利用規定を遵守すること。 

 

生成 AIの利用規定 

 

• 生成 AIを利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等
及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確
認を受けること 
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます 
  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html 

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること 

• 生成 AIは、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接
的なサービスには利用しないこと 

• 文章生成 AI以外の画像・動画・音声などの生成 AIの利用は禁止する 

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規
約への同意のみで利用可能な生成 AIの利用を禁止する 

• 生成 AI機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開さ
れている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AIによる回答を得る目的
での利用を禁止する 

• 生成 AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用す
ること 

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する 

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成に
つながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する 

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必
ず自ら確認すること 

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害
がないか必ず自ら確認すること 

• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管
理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ
使用すること 
なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等とし
て利用（公表等）する場合は、生成 AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定
のうえ、利用すること 

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セ
キュリティの確保を徹底して適切に運用すること 

 


